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１ 調査の趣旨 

  公正取引委員会は，大規模小売業者による優越的地位の濫用行為に関して積極的

かつ厳正な法執行を行うとともに，実態調査を実施するなどしてその未然防止に努

めている。しかし，優越的地位の濫用として問題となり得る行為は，卸売業者が取

引先納入業者である製造業者に対して行っている事例もみられるところであり，ま

た，こうした行為は大規模小売業者の卸売業者に対する行為に起因している可能性

もある。 

  このため，公正取引委員会は，食料品の取引において優越的地位の濫用として問

題となり得る事例が見受けられることなどを踏まえ，今般，食料品卸売業者（以下

「卸売業者」という。）と大規模小売業者との取引にも着目しつつ，食料品製造業

者（以下「メーカー」という。）と卸売業者との取引実態を把握するため，調査を

実施した。 

 

２ 実態調査報告書のポイント 
 

  優越的地位の濫用につながり得る行為  

  ○ メーカーに対する調査結果によると，「優越的地位の濫用に関する独占禁止

法上の考え方」（以下「優越ガイドライン」という。）で例示する８つの行為類

型（後記〔参考〕の２参照）について，卸売業者から優越的地位の濫用につな

がり得る行為を受けていたと考えられるメーカーの存在がうかがわれた。 

  ○ 卸売業者に対する調査結果からも同様に，８つの行為類型について優越的地

位の濫用になり得る行為を行っている卸売業者の存在がうかがわれた。 

     

 上記の行為の背景  

  ○ メーカー及び卸売業者に対する調査結果から，卸売業者によるメーカーに対

する優越的地位の濫用につながり得る行為の原因としては，卸売業者が自己の

利益確保等のために行っているもののほか，卸売業者が取引先小売業者から要

請等を受けてメーカーに不当な要請等を行っている場合があることが明らか

になった。 

  ○ 卸売業者が取引先小売業者から要請等を受けて食料品製造業者に不当な要

請等を行っている場合があり，大規模小売業者が問題行為のいわば発生源とな

っている構造の存在がうかがわれた。 

 

 

 

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 

         電話 ０３－３５８１－３３７３（直通） 

ホームページ  http://www.jftc.go.jp/ 



３ 公正取引委員会の対応 

 ⑴ 卸売業者及び大規模小売業者を対象とする業種別講習会等を実施し，メーカー

と卸売業者の取引及び卸売業者と大規模小売業者の取引の公正化を推進し，違反

行為の未然防止に努める。 

 ⑵ メーカーから小売業者までの一連の取引において，違反行為が行われることの

ないようにするため，関係事業者団体に対して，本調査結果を報告するとともに，

改めて優越ガイドラインの内容を傘下会員に周知徹底するなど，業界における取

引の公正化に向けた自主的な取組を要請する。 

 ⑶ 違反行為の未然防止を目的とする前記⑴及び⑵の普及啓発活動を推進すると

ともに，引き続き業界の取引実態を注視し，独占禁止法に違反する疑いのある行

為が認められる場合には，厳正に対処する。 

 

 

〔参考〕調査方法・内容 

１ 調査方法 

  メーカー（資本金１０００万円以上）１０，７５２社及び卸売業者（資本金１億

円超）４９５社に対して書面調査を行うとともに書面調査に回答したメーカーのう

ち２０社に対してヒアリングを実施した。 

 発送数 回答数 回答率 

メ ー カ ー  １０，７５２社  ３，２７０社 ３０．４％ 

卸 売 業 者     ４９５社    ２１７社 ４３．８％ 

 

２ 主な調査内容 

  「優越ガイドライン」において，優越的地位の濫用となる行為類型として例示さ

れている各行為（「購入・利用強制」，「協賛金等の負担の要請」，「従業員等の派遣

の要請」，「受領拒否」，「返品」，「支払遅延」，「減額」及び「取引の対価の一方的決

定」）に焦点を当てて調査を行った。 
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要請等への対応状況 

要請等の有無，内容，理由要請等の有無，内容，理由等 メ
ー
カ
ー 

卸
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要請等の有無，内容，理由等 


